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慣行水利権に係る小水力発電の水利使用手続の簡素化について 

 

 

 小水力発電はクリーンかつ再生可能なエネルギーであり、大規模な投資が不要な小水力発

電について、その活用が期待されている。 

このような状況の中、「規制改革実施計画」（平成２５年６月１４日閣議決定）において、

慣行水利権が設定された水路に設置する小水力発電に係る水利使用手続に関して、個別措置

事項が決定されている（別添参照）。 

国土交通省では、これまでも、水利使用許可手続の簡素化・円滑化に取り組んできたとこ

ろであるが、更なる再生可能エネルギーの導入促進を図るため、より積極的に取り組むこと

が求められている。 

ついては、慣行水利権に係る小水力発電について、主たる水利使用（以下「従属元水利使

用」という。）に完全従属する発電（以下「従属発電」という。）の水利使用手続等に関す

る取扱いを下記のとおり通知するので、地域の実情に応じて、遺漏のないよう運用するとと

もに、河川事務所等の水利担当者に対して周知徹底し、水利使用手続の簡素化・円滑化を図

られたい。 
 
                                      記 

 

１ 慣行水利権と従属関係が確認できる場合における小水力発電のための水利使用手続の

簡素化について 

 

登録制は、従属元水利使用の許可の審査において下流の利水者や河川環境への影響に

ついて既に確認していることから、手続を簡素化するものであるが、慣行水利権に係る

小水力発電についても、期別の取水量が明確であり、従属関係が確認できるものについ

ては、登録制の対象となる。 

慣行水利権に係る小水力発電の登録申請においては、慣行水利権に基づく取水量等を



 
 

把握した上でその従属関係を確認する必要があることから、慣行水利権に基づく取水

量等の調査方法について、次のとおり簡素化するものとする。 

 

（１） 慣行水利権に基づく取水量については、慣行水利権に基づく取水地点における１０

年間の取水量データを必ずしも必要とせず、その地点において、少なくとも１年間、

取水量を計測することで足りることとすること。この場合において、従属発電に係る

水利使用の登録の際に設定される従属発電のための水利使用の存続期間については、

原則、取水量の計測期間と同期間とすること。なお、従属発電に係る水利使用の登録

後において引き続き慣行水利権に基づく取水量を計測している場合は、次回の登録申

請にあたり、原則、当初の存続期間に新たな計測期間を合算した期間を存続期間とす

ること。 

 
（２） 慣行水利権に基づき取水している農業用水路等において、慣行水利権に基づく取水

地点における取水量と同量であることが確認できる他の地点がある場合は、その地点

において流量計測を行うことにより、慣行水利権に基づく取水地点の取水量とみなす

ことが可能であること。また、従属発電の発電地点において流量計測を行う場合は、

発電地点と慣行水利権に基づく取水地点との受益面積比、あるいは同時流量計測によ

る換算率等により、慣行水利権に基づく取水量を推定することが可能であること。 
 
（３） 取水量等の計測頻度については、日毎の計測を必ずしも必要とせず、少なくとも半

旬毎（５日に１回）に計測することで足りることとすること。なお、系統連系をせず、

地域における環境学習等を目的とした従属発電を行う場合においては、月毎（１月に

１回）とすることが可能であること。 
 
（４） 上記（１）から（３）までにより計測又は推定した慣行水利権に基づく取水期間及

び取水量が、河川法（昭和３９年法律第１６７号。以下「法」という。）第８８条又

は河川法施行法（昭和３９年法律第１６８号）第２０条第２項の規定による河川管理

者への届出（以下「届出」という。）の範囲内である場合は、従属発電に係る水利使

用の取水期間及び取水量について、その届出の範囲内において認められるものである

こと。 
    なお、届出に取水期間又は取水量の記載がなく、慣行水利権に基づく取水期間又は

取水量について確認ができない場合においては、水利使用の登録の申請時に、慣行水

利権に基づく取水地点の上下流・左右岸等の関係水利使用者に対する聞き取り調査等

を行うことにより、計測又は推定した慣行水利権に基づく取水期間又は取水量が適正

であることを確認し、その範囲内において、従属発電に係る水利使用の取水期間又は

取水量が認められるものであること。 
 
（５） 従属発電のための水利使用に係る取水量報告は、発電出力からの換算により取水量

を推定しても差し支えないこととすること。 
 
２ 慣行水利権と従属関係が確認できない場合における小水力発電のための水利使用許可

手続の簡素化について 

 

慣行水利権の権利内容が不明確であり、従属関係が確認できない場合は、登録制の

対象とならず、小水力発電に係る新規の水利使用許可が必要であるが、その許可手続



 
 

について、次のとおり簡素化するものとする。 

 

（１） 新規の水利使用における取水量については、河川からの取水地点における１０年間

の河川流量データを必ずしも必要とせず、その地点において、少なくとも１年間、河

川の流量を計測することで足りることとすること。この場合において、許可期間につ

いては、原則、河川流量の計測期間と同期間とすること。なお、水利使用の許可後に

おいて引き続き河川流量を計測している場合は、次回の許可申請にあたり、原則、当

初の許可期間に新たな計測期間を合算した期間を許可期間とすること。 
 
（２） 取水地点付近において河川管理者等が調査した河川流量データ又は河川環境データ

が存在する場合には、その調査結果を添付書類として活用できること。 
 
（３） 取水地点付近において河川管理者等が調査した河川流量データがない場合であって

も、取水地点を含む流域と地形、地質、降雨量等が類似している近傍の流域（流域が

重なる場合を含む。）の他の観測所等の河川流量データをもとに水利使用状況から自

然流量を算出した上で流域比換算により算出した河川流量データを根拠とすること

が可能であること。 
 
（４） 発電に伴う減水区間において、既に維持流量が設定され、既存の河川環境に係る資

料が存在する場合には、動植物、景観等の新たな河川環境調査は省略できること。 

 

（５） 動植物に係る調査については、文献調査又は聞き取り調査で代表種を選定すること

が可能であること。 

 
（６） 法第２４条及び第２６条第１項の許可を受けた取水施設等を改築せずに、そのまま

活用する場合においては、取水施設等の構造図等の添付は不要とすること。 
 
（７） 小水力発電を促進するため、上記（２）から（６）までの簡素化措置にも役立てる

よう、河川管理上必要な河川流量又は河川環境の調査を積極的に行い、地方整備局等

に設置している小水力発電のプロジェクト形成を支援する窓口を通じて、事業者の求

めに応じて、調査結果を積極的に提供すること。 
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慣行水利権に係る小水力発電の水利使用手続の簡素化について 

 

 

 小水力発電はクリーンかつ再生可能なエネルギーであり、大規模な投資が不要な小水力発

電について、その活用が期待されている。 

このような状況の中、「規制改革実施計画」（平成２５年６月１４日閣議決定）において、

慣行水利権が設定された水路に設置する小水力発電に係る水利使用手続に関して、個別措置

事項が決定されている（別添参照）。 

国土交通省では、これまでも、水利使用許可手続の簡素化・円滑化に取り組んできたところ

であるが、更なる再生可能エネルギーの導入促進を図るため、より積極的に取り組むことが

求められている。 

ついては、慣行水利権に係る小水力発電について、主たる水利使用（以下「従属元水利使

用」という。）に完全従属する発電（以下「従属発電」という。）の水利使用手続等に関す

る取扱いを下記のとおり通知するので、地域の実情に応じて、遺漏のないよう運用するとと

もに、貴地方公共団体の水利担当者に対して周知徹底し、水利使用手続の簡素化・円滑化を

図るようお願いする。 
 
                                      記 
 

１ 慣行水利権と従属関係が確認できる場合における小水力発電のための水利使用手続の

簡素化について 

 

登録制は、従属元水利使用の許可の審査において下流の利水者や河川環境への影響に

ついて既に確認していることから、手続を簡素化するものであるが、慣行水利権に係る

小水力発電についても、期別の取水量が明確であり、従属関係が確認できるものについ

ては、登録制の対象となる。 

慣行水利権に係る小水力発電の登録申請においては、慣行水利権に基づく取水量等を



 
 

把握した上でその従属関係を確認する必要があることから、慣行水利権に基づく取水

量等の調査方法について、次のとおり簡素化するものとする。 

 

（１） 慣行水利権に基づく取水量については、慣行水利権に基づく取水地点における１０

年間の取水量データを必ずしも必要とせず、その地点において、少なくとも１年間、

取水量を計測することで足りることとすること。この場合において、従属発電に係る

水利使用の登録の際に設定される従属発電のための水利使用の存続期間については、

原則、取水量の計測期間と同期間とすること。なお、従属発電に係る水利使用の登録

後において引き続き慣行水利権に基づく取水量を計測している場合は、次回の登録申

請にあたり、原則、当初の存続期間に新たな計測期間を合算した期間を存続期間とす

ること。 

 
（２） 慣行水利権に基づき取水している農業用水路等において、慣行水利権に基づく取水

地点における取水量と同量であることが確認できる他の地点がある場合は、その地点

において流量計測を行うことにより、慣行水利権に基づく取水地点の取水量とみなす

ことが可能であること。また、従属発電の発電地点において流量計測を行う場合は、

発電地点と慣行水利権に基づく取水地点との受益面積比、あるいは同時流量計測によ

る換算率等により、慣行水利権に基づく取水量を推定することが可能であること。 
 
（３） 取水量等の計測頻度については、日毎の計測を必ずしも必要とせず、少なくとも半

旬毎（５日に１回）に計測することで足りることとすること。なお、系統連系をせず、

地域における環境学習等を目的とした従属発電を行う場合においては、月毎（１月に

１回）とすることが可能であること。 
 
（４） 上記（１）から（３）までにより計測又は推定した慣行水利権に基づく取水期間及

び取水量が、河川法（昭和３９年法律第１６７号。以下「法」という。）第８８条又

は河川法施行法（昭和３９年法律第１６８号）第２０条第２項の規定による河川管理

者への届出（以下「届出」という。）の範囲内である場合は、従属発電に係る水利使

用の取水期間及び取水量について、その届出の範囲内において認められるものである

こと。 
    なお、届出に取水期間又は取水量の記載がなく、慣行水利権に基づく取水期間又は

取水量について確認ができない場合においては、水利使用の登録の申請時に、慣行水

利権に基づく取水地点の上下流・左右岸等の関係水利使用者に対する聞き取り調査等

を行うことにより、計測又は推定した慣行水利権に基づく取水期間又は取水量が適正

であることを確認し、その範囲内において、従属発電に係る水利使用の取水期間又は

取水量が認められるものであること。 
 
（５） 従属発電のための水利使用に係る取水量報告は、発電出力からの換算により取水量

を推定しても差し支えないこととすること。 
 
２ 慣行水利権と従属関係が確認できない場合における小水力発電のための水利使用許可

手続の簡素化について 

 

慣行水利権の権利内容が不明確であり、従属関係が確認できない場合は、登録制の

対象とならず、小水力発電に係る新規の水利使用許可が必要であるが、その許可手続



 
 

について、次のとおり簡素化するものとする。 

 

（１） 新規の水利使用における取水量については、河川からの取水地点における１０年間

の河川流量データを必ずしも必要とせず、その地点において、少なくとも１年間、河

川の流量を計測することで足りることとすること。この場合において、許可期間につ

いては、原則、河川流量の計測期間と同期間とすること。なお、水利使用の許可後に

おいて引き続き河川流量を計測している場合は、次回の許可申請にあたり、原則、当

初の許可期間に新たな計測期間を合算した期間を許可期間とすること。 
 
（２） 取水地点付近において河川管理者等が調査した河川流量データ又は河川環境データ

が存在する場合には、その調査結果を添付書類として活用できること。 
 
（３） 取水地点付近において河川管理者等が調査した河川流量データがない場合であって

も、取水地点を含む流域と地形、地質、降雨量等が類似している近傍の流域（流域が

重なる場合を含む。）の他の観測所等の河川流量データをもとに水利使用状況から自

然流量を算出した上で流域比換算により算出した河川流量データを根拠とすること

が可能であること。 
 
（４） 発電に伴う減水区間において、既に維持流量が設定され、既存の河川環境に係る資

料が存在する場合には、動植物、景観等の新たな河川環境調査は省略できること。 

 

（５） 動植物に係る調査については、文献調査又は聞き取り調査で代表種を選定すること

が可能であること。 

 
（６） 法第２４条及び第２６条第１項の許可を受けた取水施設等を改築せずに、そのまま

活用する場合においては、取水施設等の構造図等の添付は不要とすること。 
 




